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南島原にゅーす

南島原にゅーす

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

市役所の担当課が
わからないときは ☎050（3381）5000 へ

南島原市役所 ＊省略文字説明／と：日時　ば：場所　な：内容　定：定員　り：料金　対：対象者
　　　　　　　　し：応募締切　も：申込方法　問：申し込み・お問い合わせ

南島原にゅーす問 福祉課　☎０５０（３３８１）５０５１ 問 環境課　☎０５０（３３８１）５０４１

① 狂犬病予防注射手数料……… 3,050円
   （注射済票交付手数料（550円）含む）
② 新 規 登 録 の 場 合……… 6,050円
  ［登録料（3,000円）＋狂犬病予防注射手数料（3,050円）］

■ 予防注射費用（１頭の場合）

　登録犬の所有者には、予防注射の通知と問診票を送付しますので、
必要事項を記入の上、問診票を持参してください。

　次の場合は、届け出が必要です。速やかに各支所（西有家庁舎は３階環境課）に届け出てください。
① 犬が死亡した場合（鑑札および狂犬病予防注射済票が必要です）
② 犬の所有者の氏名または住所が変わった場合 
③ 犬の所在地が変わった場合
④ 犬の所有者が変わった場合（登録済の犬を譲り受けた場合は、犬を新たに登録する必要はありませんが、新しい所有者
　 は、犬の所有者の変更を届け出てください）

犬の登録事項変更等について

　 場 　 　 所 　　時　　間　実 施 日地区
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　 場 　 　 所 　　時　　間　実 施 日地区
10：00～10：20
10：40～11：15
11：30～11：50
13：20～14：00
14：10～15：00

10：00～11：30
13：10～13：50
14：10～14：50

9：30～ 9：45
9：55～10：10
10：20～10：40
10：50～11：40
13：20～13：50
14：00～14：35
14：50～15：05

9：40～ 9：55
10：15～10：30
10：45～11：30
11：45～12：05
13：40～15：00

津波見小学校体育館
東 串 公 民 館
宮 原 体 育 館
加津佐公民館下駐車場
加 津 佐 支 所 駐 車 場

古 園 公 民 館
北 岡 天 満 宮
浦 田 浅 間 神 社
南 有 馬 庁 舎 駐 車 場
吉 川 公 民 館
白 木 野 公 民 館
梅 谷 公 民 館

口 之 津 運 動 広 場
早 崎 漁 港 埋 立 地
口之津支所裏駐車場

折 木 公 民 館
原 山 バ ス 停 付 近
北有馬ふれあい交流広場
灰 木 消 防 団 詰 所
老 人 福 祉 セ ン タ ー
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町
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町
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４月19日㈮

４月26日㈮

４月24日㈬

４月23日㈫

9：30～10：00
10：10～10：35
10：50～11：05
11：20～11：40
11：55～12：15
13：55～14：25
14：40～15：30

10：00～10：40
10：50～11：40
13：20～14：10
14：20～15：00

10：00～10：30
10：45～11：05
11：20～11：50
13：30～14：20

11：00～11：30
13：10～14：20
14：30～14：50

9：30～10：00
10：15～10：45

商工会西有家支所前

高 貝 野 バ ス 停 前
長 野 公 民 館

龍 石 公 民 館

見 岳 消 防 団 詰 所
慈 恩 寺 公 民 館

西 有 家 庁 舎 裏

深 江 瀬 野 運 動 広 場
深 江 支 所 前
深江町民グラウンド駐車場
みどりが丘 運 動 広 場

潮 入 崎 公 民 館
第２分校体育館駐車場
旧 住 吉 工 務 店 倉 庫
世 紀 の 泉 駐 車 場

堂 崎 公 民 館
有家東部地区トレーニングセンター

小 川 公 民 館
有 家 保 健 セ ン タ ー

有 家 農 村 婦 人 の 家

■ 割引額・交付枚数
①利用券１枚につき１００円の割引が受けられます（タ
クシー、路線バス１回の乗車につき、利用券５枚（５
００円）まで利用できます）。

②年度途中で交付要件に該当した人は、その該当する日
の属する月から平成26年３月までの各月に10枚ずつ
をまとめて交付します。

　（例）５月に75歳を迎えた場合
　　　　11カ月×10枚＝110枚を交付

■ 利用期間
　４月１日から平成26年３月31日まで

■ 利用券の交付を受けることができる人
  （交付要件）
　南島原市に住所があり、実際に住んでいて、自動車の
運転をしない人で、次の要件のいずれかに該当する人。

①高齢者：満75歳以上の人
②障がい者（児）：満75歳未満の人で、次に該当する人。

※身体障害者手帳１級～３級所持者（視覚障がい者は、
１級～６級所持者）・療育手帳所持者・精神保健福祉
手帳１級２級所持者で、有料道路障害割引または自動
車税減免（軽自動車を含む）措置を受けていない人。
　　

問 情報統計課　☎０５０（３３８１）５１００

■ 各種料金支払いのお問い合わせ
●保育料
　問 こども未来課　☎０５０（３３８１）５０５０
●奨学資金償還金
　問 教 育 総 務 課　☎０５０（３３８１）５０８０
●市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料
　問 都 市 計 画 課　☎０５０（３３８１）５０６７
●浄化槽清掃手数料、浄化槽保守点検委託等手数料
　問 衛　 生 　局　☎０５０（３３８１）５０４２

■ 支払いできるもの
●保育料
●奨学資金償還金
●市営住宅使用料、市営住宅駐車場使用料
●浄化槽清掃手数料、浄化槽保守点検委託等手数料

※注意
　次のものは、コンビニでの支払いはできません。
・金額が30万円以上のもの
・金額の訂正があるもの
・バーコード印刷がない、または読み取れないもの

　『福祉タクシー利用券』が「高齢者・障害者利用券」に変わりました。
　集中受付期間に受領できなかった場合でも、福祉課や各支所、市民サービス課で
４月以降も随時受付をしています。

高 齢 者・障 害 者 交 通 費
助成利用券を交付します

　４月から保育料など、市の料金の一部がコンビニエンスストア（以下、コンビニ）で支払えるようになりました。
　このことにより、これまでの市役所や銀行窓口での支払いに加え、全国のコンビニで２４時間支払えます。
　支払い可能となる各種料金は、次のとおりです。

料金の一部がコンビニで支払えるようになりました

狂犬病注射が始まります
４月９日㈫から～今年度からタクシーに加え、島鉄路線バスにも利用できます～


